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井戸水を安心して使うため、設備点検を定期的に行うほか、１年に１回以上は水質検査を実施しましょう。各区保健
福祉センター（保健所）でも水質検査（有料）の依頼を受け付けています。 e生活衛生課☎711-4273Ⓕ733-5588井戸は定期的に点検を

平成21年度の国民健康保険料

医療分保険料

支援分保険料

介護分保険料

※40歳以上65歳未満
　の人が対象

【賦課限度額 10万円】

【賦課限度額 12万円】

①＋②＋③＝医療分保険料

区　分
①
②
③

所得割
均等割
世帯割

8.31%
21,432円
24,825円

所得割算定基礎額（※注）
被保険者１人について
１世帯について

計算基礎 保険料率

①＋②＋③＝支援分保険料

区　分
①
②
③

所得割
均等割
世帯割

2.94%
7,303円
8,392円

所得割算定基礎額（※注）
被保険者１人について
１世帯について

計算基礎 保険料率

①＋②＋③＝介護分保険料

※介護分は40歳以上65歳未満の国保加入者
　（介護保険第2号被保険者該当者）を対象に計算します。

区　分
①
②
③

所得割
均等割
世帯割

2.79%
8,623円
7,163円

所得割算定基礎額（※注）
被保険者１人について
１世帯について

計算基礎 保険料率

＝

＋

＋

【賦課限度額 47万円】

国保加入者の医療費に充てる分

介護保険に充てる分

後期高齢者（長寿）医療制度
の医療費に充てる分

（※注）所得割算定基礎額…国保加入者の平成20年中（平成20年1月から同年12月まで）の総所得金額等から基
礎控除額（33万円）を差し引いた金額

○所得割算定基礎額は、所得を有する国保加入者ごとに算出します。世帯で複数所得を有する国保加入者がいる
場合は、それぞれで算出した額の合計額が計算基礎となります。

て
、
本
市
で
は
中
間
所
得
世
帯

の
負
担
軽
減
を
図
る
目
的
か

ら
、
政
令
に
定
め
る
上
限
を
賦

課
限
度
額
と
し
て
い
ま
す
。

　

●
保
険
料
の
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
に
つ
い
て

　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
被
保

６５

７４

険
者
の
み
の
世
帯
で
、
世
帯
主

の
人
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

公
的
年
金
を
年
額　

万
円
以
上

１８

受
給
し
て
い
る
場
合
は
、
保
険

料
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ

ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
度
に
特
別
徴
収

さ
い
。

　

●
介
護
分
の
賦
課
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す

　

国
の
政
令
改
正
に
伴
い
、
介

護
分
の
賦
課
限
度
額
を
９
万
円

か
ら　

万
円
に
改
定
し
ま
し

１０

た
。

　

賦
課
限
度
額
は
、
国
の
政
令

で
上
限
額
が
定
め
ら
れ
て
い

分
」（　

歳
以
上　

歳
未
満
の

４０

６５

介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
の

場
合
）
を
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
保

険
料
率
（
図
参
照
）
で
計
算

し
、
合
算
し
た
額
で
す
。

　

今
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
入

通
知
書
、
ま
た
は
決
定
通
知
書

で
平
成　

年
度
の
年
間
分
の
保

２１

険
料
を
確
認
し
、
納
め
て
く
だ

　

●
今
月
中
旬
に
納
入
通
知
書

を
送
り
ま
す

　

確
定
申
告
な
ど
に
よ
っ
て
、

平
成　

年
中
（
１
月
か
ら　

月

２０

１２

ま
で
）
所
得
が
確
定
し
た
こ
と

に
伴
い
、
平
成　

年
度
の
保
険

２１

料
率
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、「
医
療
分
」
と

「
支
援
分
」
お
よ
び
「
介
護

さ
れ
る
介
護
保
険

料
と
国
民
健
康
保

険
料
の
合
計
額

が
、
年
金
支
給
額

の
２
分
の
１
を
超

え
る
場
合
は
、
特

別
徴
収
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
世
帯
主
の
人

が
本
年
度
内
に　
７５

歳
と
な
り
後
期
高

齢
者
（
長
寿
）
医

療
制
度
へ
移
行
す

る
場
合
や
保
険
料

を
口
座
振
替
で
納

付
し
て
い
る
世
帯

の
場
合
は
、
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収

は
行
わ
れ
ま
せ

ん
。

　

年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
の
対
象
と

な
る
世
帯
主
の
人

へ
は
、
納
入
通
知

書
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　

●
保
険
料
の
支

払
い
方
法
の
変
更

に
つ
い
て

　

特
別
徴
収
と
な

【各区・出張所の保険年金担当課】
ファクス番号電話番号区・出張所
６３１崖６４６３６４５崖１１０２東
４４１崖００７５４１９崖１１１８博多
７２５崖２１１７７１８崖１１２４中央
５６１崖３４４４５５９崖５１５２南
８４４崖６７９０８３３崖４１２３城南
８４６崖９９２１８３３崖４３７２早良
８８３崖６６９０８９５崖７０９０西
８０６崖６８１１８０６崖９４３２今宿
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箇
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箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

っ
て
い
る
世
帯

主
の
人
が
、
事

前
に
口
座
振
替

の
手
続
き
を
行

っ
た
上
で
区
役

所
（
出
張
所
）

に
特
別
徴
収
停

止
の
申
請
を
す

れ
ば
、
口
座
振

替
に
よ
る
支
払

い
へ
変
更
で
き

ま
す
（
保
険
料

の
滞
納
が
あ
る

場
合
は
変
更
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
）。

　

口
座
振
替
に
変
更
し
た
場

合
、
そ
の
社
会
保
険
料
控
除

は
、
口
座
振
替
で
支
払
っ
た
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
世
帯
全
体
の
所
得
税
や
住

民
税
の
負
担
が
変
化
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

●
保
険
料
の
納
付
義
務
者
は

世
帯
主
で
す

　

国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主

は
、
保
険
料
の
納
付
義
務
や
届

出
義
務
が
あ
り
ま
す
の
で
、
住

民
票
の
世
帯
主
が
国
民
健
康
保

険
の
世
帯
主
と
な
り
ま
す
（
会

社
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

（
長
寿
）
医
療
制
度
の
被
保
険

者
で
あ
っ
て
も
世
帯
主
と
な
り

ま
す
）。

　

た
だ
し
、
住
民
票
の
世
帯
主

　

親
の
病
気
や
家
出
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
事
情
で
保
護
者
の
元

で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
を
家

庭
に
迎
え
、
愛
情
と
真
心
を
込

め
て
養
育
す
る
人
を
「
里
親
」

と
呼
び
ま
す
。

　

「
養
育
里
親
」
は
、
養
育
す

る
期
間
が
、
数
日
間
か
ら
数
年

間
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
、
子
ど
も

を
養
育
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

教
育
費
や
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
現
在
、　

世
帯
の
里
親
さ

３９

ん
に
、　

人
の
子
ど
も
の
養
育

６８

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

「
養
育
里
親
」
に
な
る
た
め

に
は
、
事
前
に
研
修
を
受
講
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

里
親
に
は
、
ほ
か
に
、
養
子

縁
組
を
希
望
す
る
里
親
や
親
族

里
親
が
あ
り
ま
す
（
い
ず
れ

も
、
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
事
前
に
研
修
を
受
講
す
る

必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

里
子
と
な
る
の
は
、
乳
幼
児

か
ら　

歳
未
満
の
子
ど
も
で

１８

す
。
里
親
の
役
割
は
、
子
ど
も

た
ち
と
基
本
的
信
頼
関
係
を
築

く
こ
と
、
共
に
生
活
す
る
中
で

親
や
家
族
の
モ
デ
ル
を
学
ば
せ

る
こ
と
で
す
。
子
ど
も
と
遊
ぶ

の
が
好
き
な
人
、
子
育
て
が
落

ち
着
い
た
人
、
保
育
士
や
看
護

師
、
保
護
司
な
ど
、
子
ど
も
と

か
か
わ
っ
た
経
験
の
あ
る
人
な

ど
、
里
親
と
な
っ
て
子
ど
も
た

ち
に
温
か
い
家
庭
を
提
供
し
て

も
ら
え
ま
せ
ん
か
？

　

里
親
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

や
相
談
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

■
「
ふ
れ
あ
い
（
お
盆
）
里

親
行
事
」
で
里
親
を
体
験
し
て

み
ま
せ
ん
か
？

　

今
年
で　

回
目
を
迎
え
る
市

３１

独
自
の
行
事
で
す
。
お
盆
の
３

泊
４
日
、
乳
児
院
や
児
童
養
護

施
設
な
ど
で
生
活
す
る
子
ど
も

た
ち
を
家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、

一
緒
に
生
活
す
る
も
の
で
す
。

里
親
登
録
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

　

参
加
者
の
中
に
は
、
行
事
後

も
子
ど
も
た
ち
と
交
流
を
続
け

て
い
る
人
も
い
ま
す
。
昨
年
は

　

人
の
子
ど
も
た
ち
が　

家
庭

６４

５５

で
過
ご
し
ま
し
た
。

　

【
申
込
受
付
期
間
】
６
月　
１５

日
月
か
ら　

日
木
ま
で

２５

　

【
実
施
日
】
８
月　

日
水
か

１２

ら　

日
土
ま
で
の
４
日
間

１５

　

■
九
州
地
区
里
親
研
修
大
会

が
本
市
で
開
催
さ
れ
ま
す

　

講
演
会
や
分
科
会
な
ど
に
、

里
親
に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
誰

で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　

【
日
時
】
７
月　

日
土
午
後

２５

１
時
〜
５
時　

分
、　

日
㈰
午

４５

２６

前
９
時
〜
正
午
（
予
約
不
要
・

無
料
）

　

【
場
所
】
福
岡
国
際
会
議
場

（
博
多
区
石
城
町
２
）

　

【
申
込
み
・
問
合
せ
先
】

　

こ
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

・
え
が
お
館
（
☎
８
３
２
・
７

１
０
０
Ⓕ
８
３
２
・
７
８
３
０

　

メ
ー
ルk-shien.C

B
@
ci

ty.fukuoka.lg.jp

）

里親制度を
知っていますか？

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せせ

～
平
成　

年
度　

納
入
通
知
書
送
付
な
ど
～

２１

で
な
い
人
で
も
、

国
民
健
康
保
険
料

の
納
付
義
務
や
各

種
届
出
義
務
の
確

実
な
履
行
が
見
込

ま
れ
る
場
合
に

は
、
届
出
を
す
れ

ば
国
民
健
康
保
険

の
世
帯
主
を
変
更

で
き
ま
す
。

　

●
所
得
割
保
険
料
の
負
担
緩

和
措
置
が
終
了
し
ま
し
た

　

平
成　

年
度
に
所
得
割
保
険

１８

料
の
計
算
式
を
市
民
税
方
式
か

ら
所
得
比
例
方
式
に
変
更
し
た

こ
と
で
、
急
激
に
保
険
料
負
担

が
増
え
な
い
よ
う
に
適
用
し
て

き
た
所
得
割
保
険
料
の
負
担
緩

和
措
置
は
平
成　

年
度
で
終
了

２０

し
ま
し
た
。

　

●
納
付
困
難
な
と
き
は
早
め

に
ご
相
談
を

　

災
害
や
事
業
の
廃
業
、
失
業

な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

に
な
っ
た
と
き
は
、
納
付
を
一

時
猶
予
し
た
り
、
一
定
の
基
準

に
よ
っ
て
減
免
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

お
住
ま
い
の
区
役
所
保
険
年

金
課
（
今
宿
出
張
所
保
険
年
金

係
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品とは、多額の費用と長い
年月をかけて開発された薬（新薬）の特許が切
れた後に、新薬と同等の効果と安全性が確認
されて製造・販売されている薬のことです。開発
費用が大幅に抑制でき、一般的には薬代が安
くなります。
　ただし、まだジェネリック医薬品が開発されて
いなかったり、有効成分以外の添加剤が体質
に合わないといったこともありますので、利用に
当たっては医師・薬剤師に十分ご相談ください。


